
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 尾島 保彦

１ 日 時

令和３年３月２２日（月） 午後 ０時５９分から

午後 ４時１５分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

尾島保彦、阿部長夫、森誠一、高橋肇、原田孝司、戸高賢史、小川克己

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

太田正美、鴛海豊、小嶋秀行

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

土木建築部長 湯地三子弘 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第１０号議案、第１１号議案及び第３２号議案か

ら第３６号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第２０号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することに、全会一

致をもって決定した。

（３）損害賠償の額の決定について、おおいたの道構想２０１５の中間見直しについて及び新

広域道路交通計画の策定についてなど、執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 主任 阿南絵理

政策調査課調査広報班 主査 後藤仁美



土木建築委員会次第

日時：令和３年３月２２日（月）１３：００～

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係 １３：００～１６：１０

（１）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 １０号議案 令和３年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計予算

第 １１号議案 令和３年度大分県港湾施設整備事業特別会計予算

第 ３２号議案 令和３年度における土木事業に要する経費の市町村負担について

第 ３３号議案 工事請負契約の締結について

第 ３４号議案 大分県道路占用料徴収条例の一部改正について

第 ３５号議案 河川の流水占用料等の徴収に関する条例の一部改正について

第 ３６号議案 大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て

（２）合い議案件の審査

第 ２０号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（付託委員会：総務企画委員会）

（３）諸般の報告

①損害賠償の額の決定について

②おおいたの道構想２０１５の中間見直しについて

③新広域道路交通計画の策定について

④県道古江丸市尾線（仮）１号トンネル工事の進捗状況について

⑤稲葉ダム小水力発電事業について

⑥高潮浸水想定区域の指定及び公表について

⑦別府港北浜ヨットハーバーネーミングライツについて

⑧都市計画区域マスタープランの改訂について

⑨大分県高齢者居住安定確保計画の変更について

（４）その他

３ 協議事項 １６：１０～１６：１５

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

尾島委員長 ただいまから、土木建築委員会を

開きます。

本日は、審査の都合上、予算特別委員会の分

科会もあわせて行いますので、御了承願います。

本日は、委員外議員として、太田議員、鴛海

議員、小嶋議員が出席されています。

ここで委員外議員の皆さまにお願いします。

発言を希望される場合は、委員の質疑・討論終

了後、挙手をし、私から指名を受けた後、長時

間にわたらないよう、要点を簡潔に発言願いま

す。なお、審査の進行状況を勘案しながら議事

を進めるので、委員外議員の皆さまにはあらか

じめ御了解をお願いします。

それでは審査に入ります。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案８件及び合い議１件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

まず、付託案件の審査を行います。

第１号議案令和３年度大分県一般会計予算の

うち、本委員会関係部分について、執行部の説

明を求めます。

湯地土木建築部長 第１号議案令和３年度大分

県一般会計予算の総括的な内容について御説明

します。

先日の予算特別委員会での説明と重複する部

分もありますが、御了承願います。

お手元の土木建築委員会資料の１ページをお

開き願います。令和３年度当初予算説明資料

（土木建築部）です。

まず、左側の表１歳出予算の一番左の列区分

で、一般会計ですが、土木建築部の予算額につ

いては、中ほど太枠の計の欄、左から２列目に

太字で記載しているとおり、当初予算額は９７

９億９，７２２万７千円を計上しており、令和

２年度当初予算額に比べ、率にして、８．４％

の減となっています。

その下の内訳の欄を御覧ください。

公共事業は、６７５億５，２３２万２千円で、

令和２年度当初予算額に比べ、率にして、１３．

２％の減となっています。内訳としては、一般

公共が４４１億６，６０５万１千円、災害関連

が２８億８，０３８万３千円、国直轄事業の負

担金が４７億２，９１８万５千円、公営住宅が

２億５，１６２万５千円、災害復旧が１５５億

２，５０７万８千円となっています。

公共事業における主な取組としては、災害の

さらなる頻発・激甚化に対応するため、令和２

年度３月補正で予算計上した国の防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策関連事業

費も活用しながら、玉来ダムの整備や河川改修

などの治水対策、砂防設備や地すべり防止施設

の整備などの土砂災害対策、大分臨海部コンビ

ナート護岸の強化などの地震・津波対策といっ

た防災・減災対策を進めるとともに、令和２年

７月豪雨災害からの復旧・復興に努めます。あ

わせて、九州の東の玄関口として、人や物の流

れの拠点づくりを進めるため、中九州横断道路

や中津日田道路など広域道路ネットワークの整

備にも重点的に取り組みます。

次に、内訳の一番下、非公共事業については

３０４億４，４９０万５千円で、令和２年度当

初予算額に比べ、率にして４．３％の増となっ

ています。

非公共事業における主な取組としては、過去

に浸水被害のあった中小河川などについて浸水

想定区域図を作成し、市町村が行う洪水ハザー

ドマップ作成を支援することで、災害の危険性

の見える化の拡充を図り、防災情報提供体制を

さらに強化します。

加えて、県単独事業においても、国の緊急自

然災害防止対策事業をさらに活用し、河川の河

床掘削や堤防かさ上げ、急傾斜地の法面対策や

砂防堰堤の整備を推進するなど、ハード・ソフ

トを総動員した取組により、県民の命と暮らし

を守る県土の強靱化を加速前進させます。
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次に区分欄、特別会計を御覧ください。

まず、１番目の大分県公債管理特別会計につ

いては、当初予算額として４億１，５４６万円、

その下、臨海工業地帯建設事業特別会計につい

ては、当初予算額として１６億１８１万９千円、

その下、港湾施設整備事業特別会計については、

当初予算額として３３億９，８５８万９千円を

計上しています。

続いて、右側の表、２債務負担行為について

は、一般会計で３０件３０２億３，８６２万５

千円、港湾施設整備事業特別会計で１件１億５

千万円の限度額設定をお願いしています。

以上で、令和３年度当初予算関係の総括的な

説明を終わります。詳細については、関係課長

から御説明しますが、先日の予算特別委員会で

御説明した事業は説明を省略するので御了承願

います。

渡辺土木建築企画課長 まず、土木建築部関係

分の債務負担行為について御説明します。

令和３年２月大分県議会定例会議案の１７ペ

ージをお開き願います。第２表債務負担行為で

す。土木建築部関係については、２４ページの

４６番から２８ページの７５番まで、合計３０

件です。

まず２４ページをお開き願います。下から４

番目、４６番から下が土木建築部分です。その

うち主なものについて御説明します。

二つ下、４８番の国道２１２号道路改良事業

については、日田山国道路のトンネル工事や橋

梁工事などに伴い、１２９億５千万円の債務負

担行為の承認をお願いするものです。

次に、２６ページをお開きください。下から

３番目、６３番の玉来ダム建設事業については、

玉来ダムの放流設備や管理用道路工事などに伴

い、１３億円の債務負担行為の承認をお願いす

るものです。

その他は、トンネルや橋梁といった規模の大

きな工事に加え、適切な工期を確保すると工期

が令和４年度以降にわたる工事などについて、

債務負担行為の設定をお願いするものです。

２８ページをお開き願います。上から２番目、

７５番の生活排水処理施設整備費補助まで３０

件が、土木建築部関係分の債務負担行為です。

次に、土木建築企画課関係の歳出予算のうち、

主なものについて御説明します。

令和３年度土木建築部予算概要の１３ページ

をお開き願います。表の一番左の列に事業名、

その右隣には３年度当初予算額を記載していま

す。建設産業女性活躍推進事業費ですが、予算

額は、２，７９１万９千円です。

表の一番右の事業概要欄を御覧ください。本

事業は、建設産業における女性の活躍を推進す

るため、経営者向けのトップセミナーを開催す

るとともに、ドローンによる測量や積算・コス

ト管理、情報発信力などを取得するスキルアッ

プセミナー等を開催するものです。

島津建設政策課長 建設政策課関係の歳出予算

のうち、主なものについて御説明します。

１０ページを御覧ください。事業名欄の一番

上、共生のまち整備事業費ですが、予算額は８

千万円です。本事業は、高齢者や障がい者はも

とより女性や子どもを含む全ての県民が障壁が

なく自由に行動できるよう、歩道の段差解消や、

スロープ・手すりの設置など県が管理する公共

施設のバリアフリー化に取り組むものです。

次に、上から２番目、地域の安心基盤づくり

サポート事業費ですが、予算額は８，２００万

円です。本事業は、地域に安心して住み続けら

れるよう、防災や生活環境の保全等を図るため、

河川等の支障木伐採などを業者と連携して行う

とともに、ボランティア等の地域活動を支援す

る資機材の貸与を行うものです。

但馬用地対策課長 用地対策課関係の歳出予算

のうち、主なものについて御説明します。

９ページをお開き願います。事業名欄の上か

ら４番目、公共用地先行取得事業費ですが、予

算額は１０億円です。本事業は、緊急に用地買

収が必要となった場合に機動的に対応するため、

大分県土地開発公社が先行取得により事業用地

を確保するための貸付金として、あらかじめ確

保しているものです。

種蔵道路建設課長 道路建設課関係の歳出予算

のうち、主なものについて御説明します。

１８ページをお開き願います。事業名欄の一
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番上の道路橋梁調査費ですが、予算額は９，２

６７万９千円です。本事業は、中津日田道路の

耶馬溪―山国間など国県道における将来の新規

事業化に向けた事前調査や道路台帳補正などを

行うものです。

次に、１９ページを御覧願います。事業名欄

の上から３番目、（公）国直轄道路事業負担金

ですが、予算額は２８億円です。本事業は、国

土交通省が管理する一般国道の改築等に要する

費用の負担金です。

藤崎道路保全課長 道路保全課関係の歳出予算

のうち、主なものについて御説明します。

２３ページをお開き願います。事業名欄上か

ら２番目、道路維持修繕費ですが、予算額は１

９億７，６４０万５千円です。本事業は、安全

で快適な道路環境を確保するために行う街路樹

の管理や道路の清掃、草刈り並びに道路パトロ

ール、応急維持補修などを行うものです。

次に、その三つ下、身近な道改善事業費です

が、予算額は８億円です。本事業は、住民の生

活に密着した道路の利便性、安全性を低コスト

かつ短期間で向上させるため、路肩の拡幅や簡

易歩道の整備などの小規模な改良や通学路安全

対策を実施するものです。

次に、２５ページをお開きください。事業名

欄の一番上、（公）道路施設補修事業費ですが

予算額は６３億６，３４２万１千円です。

本事業は、橋梁やトンネル、舗装などの道路

施設の老朽化に対処するため、長寿命化計画に

基づき、計画的に補修対策を実施するとともに、

地震時の落橋や橋脚の倒壊などを未然に防止す

るため、耐震対策を行うものです。

五ノ谷河川課長 河川課関係の歳出予算のうち、

主なものについて御説明します。

３１ページをお開きください。事業名欄の上

から２番目、河川海岸維持管理費ですが、予算

額は２億８，１００万円です。本事業は、芹川

・北川ダムの管理者負担金や河川・海岸の堤防

の草刈費などの管理業務に要する経費です。

次に、事業名欄の下から２番目、高潮時避難

行動支援事業費ですが、予算額は１億２，１０

０万円です。本事業は、高潮発生時に住民の的

確な避難行動を支援するため、最大規模の高潮

を想定して、市町村が作成する高潮ハザードマ

ップに要する経費を助成するものです。

次に、３３ページをお開きください。事業名

欄の上から３番目、（単）緊急河床掘削事業費

ですが、予算額は７億５千万円です。本事業は、

豪雨や台風などによる浸水被害から、河川周辺

住民の生命及び財産を守るため、浸水被害が発

生した河川などにおいて、早急に河床掘削を実

施し、河川の流下能力を改善させるものです。

次に、３４ページをお開きください。事業名

欄の上から２番目（公）国直轄河川事業負担金、

予算額は５億４，３７９万５千円です。本事業

は、国土交通省が管理する一級河川の直轄区間

の河川改修工事等に対する負担金です。

次に、３７ページをお開きください。事業名

欄の上から３番目、（公）災害復旧事業費、予

算額は９５億６，００７万８千円です。本事業

は、過年災害分として、令和２年７月豪雨で被

災した河川等の復旧を引き続き進めるとともに、

現年災害分として、令和３年度に新たに災害が

発生した際に迅速に対応できるよう、あらかじ

め計上するものです。

中村港湾課長 港湾課関係の歳出予算のうち、

主なものについて御説明します。

４０ページを御覧ください。事業名欄のポー

トセールス体制強化推進事業費ですが、予算額

は１，５５９万４千円です。本事業は、大分港

（大在地区）をはじめとした県内港の活性化を

図るため、利用促進・集荷推進対策などのポー

トセールスを強化するものです。

次に、４２ページをお開きください。事業名

欄の上から６番目、（公）津波危機管理対策緊

急事業費ですが、予算額は５，６４９万円です。

本事業は、津波・高潮対策として、既存の海岸

保全施設の防災機能を緊急的に確保するため、

施設の整備を実施するものです。

次に、４４ページをお開きください。事業名

欄の上から４番目、（公）地方港湾改修事業費

ですが、予算額は１０億８，８１９万４千円で

す。本事業は、地域の特性をいかした地域開発

を図るため、泊地・可動橋等の諸施設の整備を
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実施するものです。

次に４６ページをお開きください。事業名欄

の上から２番目、（公）国直轄空港事業負担金

ですが、予算額は３億３，５９９万円です。本

事業は、国が実施する大分空港の整備に係る負

担金です。

中山砂防課長 砂防課関係の歳出予算のうち、

主なものについて御説明します。

５１ページをお開き願います。事業名欄上か

ら３番目、（公）通常砂防事業費、予算額３億

９，２９０万３千円と、すぐ下の（公）火山砂

防事業費、予算額７億５４３万２千円です。こ

れらの事業は、土石流から人家等を保全するた

め、砂防堰堤工などを実施するものです。

次に、そのページ一番下、（公）急傾斜地崩

壊対策事業費ですが、予算額は１５億９，５１

６万２千円です。本事業は、急傾斜地崩壊危険

区域のうち緊急度の高い地区について、擁壁工、

法面対策工などを実施するものです。

次のページ、事業名欄の上から３番目（公）

緊急砂防事業費から、その二つ下、（公）緊急

急傾斜地崩壊対策事業費までの３事業ですが、

予算額は２０億３，８００万円です。これらの

事業は、災害が発生した場合の緊急対策として

速やかに対応できるよう、砂防堰堤などの整備

に係る所要額をあらかじめ計上しているもので

す。

岡本都市・まちづくり推進課長 都市・まちづ

くり推進課関係の歳出予算の主なものについて

御説明します。

５７ページをお開きください。事業名欄上か

ら４番目、都市政策推進費ですが、予算額３,

８０１万４千円です。本事業は、都市計画法に

基づき、都市計画に関する基礎調査として、人

口規模や建物、土地利用などの現況及び将来の

見通しについて定期的に調査するものです。

また、令和３年度からは新たに、都市が抱え

る課題の抽出や分析・評価が適切に行えるよう

基礎調査データのＧＩＳ化や、情報を汎用化し

調査内容が広く活用されるよう、オープン化に

向けた取組を進めます。

次に５９ページを御覧ください。事業名欄上

から３番目、（単）街路改良事業費ですが、予

算額３億６５７万２千円で、臼杵市の祇園洲柳

原線ほか、都市計画道路４路線の整備促進を図

るものです。

岸元公園・生活排水課長 公園・生活排水課関

係の歳出予算のうち、主なものについて御説明

します。

６２ページを御覧ください。農業集落排水事

業費、予算額６，６５０万円は、大分市、佐伯

市など１０地区で実施する農業集落排水施設の

改築工事に対し補助するものです。

次に、６４ページを御覧ください。事業名欄

の上から３番目、大分スポーツ公園等管理運営

事業費、予算額５億９９３万８千円は、大分ス

ポーツ公園などの都市公園の指定管理者管理運

営委託などに要する経費です。

その二つ下、（公）県営都市公園長寿命化対

策事業費、予算額１億６，５１２万３千円は、

大分スポーツ公園など公園施設長寿命化計画に

基づいて行う施設の更新に要する経費です。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 建築住宅課

関係の歳出予算のうち、主なものについて御説

明します。

６９ページをお開き願います。事業名欄の上

から２番目、住宅耐震化総合支援事業費ですが、

予算額は、７，９８６万７千円です。本事業は、

昭和５６年以前に建築された旧耐震基準の木造

住宅等の耐震性を向上させるため、住宅所有者

が行う耐震診断・耐震改修に対して市町村が補

助する場合に、その一部を助成するものです。

次に７１ページをお開き願います。事業名欄

の上から３番目、特定建築物等耐震対策促進事

業費ですが、予算額は３，７５３万７千円です。

本事業は、一定規模以上のホテル・旅館などの

特定建築物の所有者が行う耐震診断、補強設計

及び耐震改修工事に対し、市町村補助が行われ

る場合に県として助成するものです。

続いて、公営住宅室関係の歳出予算のうち、

主なものについて御説明します。

７０ページを御覧ください。事業名欄の上か

ら３番目、県営住宅等管理対策事業費です。本

事業の予算額は、５億７，２０１万６千円で、
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県営住宅等の計画修繕や家賃滞納者に対する法

的措置、管理代行者への入退去業務や使用料収

納等の業務委託などに要する経費です。

次に７１ページをお開き願います。事業名欄

の一番下、県営住宅ストック活用推進事業費で

すが、予算額は１億８，９７１万６千円です。

本事業は、県営住宅の安全で安心な住環境の確

保や、空き住戸等の既存ストックの有効活用を

推進するため、老朽化した外壁、ベランダ等の

補修を緊急的に実施するとともに、空き住戸の

改善工事等を実施するものです。

中園施設整備課長 施設整備課関係の歳出予算

のうち、主なものについて御説明します。

７６ページを御覧ください。事業名欄の一番

上、県有建築物防災対策推進事業費ですが、予

算額は１億４１１万６千円です。本事業は、豊

後高田保健部の建築設備の防災対策強化や県有

施設の吊り天井耐震化設計に要する経費です。

以上で、令和３年度一般会計予算に係る説明

を終わります。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

森委員 予算概要の資料に基づいて質問します。

まず、予算概要の１２ページの一番下、建設

産業の魅力発信についてです。

先日、中津土木事務所で、トンネルホテルと

いう取組が行われました。これは土木建築部の

事業がどういうものか、一般の方に身近に感じ

てもらえる一つのいい機会だったのじゃないか

と思いますし、こういうことがＰＲにつながる

のではないかと。いわゆるインフラツーリズム

に関して、今回、土木建築部の予算には直接上

がっていないですが、中津土木事務所のような

取組が県内各地に広がっていくことが重要だと

考えますが、いかがでしょうか。

続いて、３３ページの河川課関係です。以前

から私も何回か委員会の中で話させていただき

ましたが、防災の観点からの河川の監視カメラ

の導入について、令和３年度予算にどのように

反映されているのか、この予算で十分なのか。

私は、設置状況はまだ十分ではないと思うので、

その点についてお聞かせください。

続いて、５６ページの大分県景観計画策定に

ついてです。平成１６年に施行された景観法に

基づき、各市町村で景観に関する計画が策定さ

れ、昨年度までに全市町村で終わったと。県で

は土木建築部が所管していますが、景観計画の

位置付け、景観計画策定について、どう考えら

れているのかお聞かせください。

最後に、６９ページの住宅政策に関して質問

します。前回、前々回にも質問しましたが、住

宅政策は人口減少、特に県内の郡部における人

口減少対策として私は非常に有効だと思います。

前にもお話しさせていただいたように、特に山

口県は近居政策に関してかなり力を入れていま

す。今回の予算は、市町村の補助に対する県か

らの助成となっていて、近居政策などは３００

万円ほどのものですが、このあたりをもっと積

極的に大胆に進めるべきだと思いますが、お答

えください。

渡辺土木建築企画課長 建設産業構造改善人材

育成支援事業費についてお答えします。

委員が御指摘のとおり、さきほどの中津日田

道路でトンネルが開通したときにＰＲした事業

などは、それぞれ土木事務所で企画し、土木建

築部のインフラ整備について、地域の皆さんに

アピールする機会になっています。そういう取

組を中津日田道路に限らず、例えば、近年でい

えば、庄の原佐野線の宗麟大橋を架けたときな

ども書道部を招いてパフォーマンスをしてもら

ったり、そういう形でアピールをしています。

この事業からの予算ではありませんが、そう

いう機会を活用しながら、しっかりＰＲしてい

きたいと思いますし、例えば、建設途中の玉来

ダムや建築の現場なども、高校生にも見てもら

っています。そういう形で現地を皆さんに見て

もらい、土木の魅力をさらにアピールしながら、

建設人材の育成を図っていきたいと思います。

五ノ谷河川課長 防災の観点からの監視カメラ

設置について、河川緊急情報基盤整備事業費１

億２，６００万円の予算を計上しています。

まず、さきほど言われたカメラや水位計の件

ですが、これまでに水位計は１２７基、カメラ

は８２基設置しており、今年度の第３次補正予
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算で水位計は２４基、カメラは６９基設置する

予定で、令和３年度に向け、補正予算を使って

整備を行っていきます。

この令和３年度に１億２，６００万円を計上

している情報基盤の整備ですが、これについて

は今、順次、設置されている１２７基の水位計、

それから８２基の監視カメラなどの更新をして

おり、令和３年度で更新が終わる予定です。

森委員からのまだ足りないという御指摘です

が、まず今回、第３次補正予算を使って、カメ

ラを６９基増設します。浸水実績のあるところ、

民家が非常に連なっているとか、そういったと

ころを中心にカメラを設置していきます。

６９基増設すると大分県内にカメラが全部で

１５１基になるので、まずは令和３年度の設置

をしてから、状況を見ていきたいと思っていま

す。

岡本都市・まちづくり推進課長 景観計画に関

して説明します。先日の予算特別委員会でも少

し説明しましたが、これまで県は平成１６年の

景観法の趣旨に従い、基礎的自治体である市町

村が景観行政団体として中心的な役割を担い、

市町村単独では対応が困難なものについては県

が担うとの方針の下で、市町村の景観行政団体

への移行に力を注いできました。

一方、近年、再生可能エネルギー施設に代表

される市町村域を越えて景観を阻害する大規模

施設が増加しており、これらに対する景観保全

の取組は市町村単独では対応が困難であること

から、県における景観形成の方針となる本計画

を策定するものです。

なお、本計画の内容ですが、県における景観

形成の方針、市町村域を越えた広域的な景観特

性やその方針等を示すことにしています。

先般、景観策定委員会を立ち上げ、令和３年

度に素案を作成し、令和４年度中の策定公表を

目指します。

なお、令和３年度は景観保全の重要性や景観

策定にあたっての考え方などを広く県民に周知

することを目的として、シンポジウムを開催す

る予定です。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 近居政策に

ついて御質問でしたが、近居といっても、定住、

移住、それからセーフティーネット、幅広く考

えられると思います。その中で、一つは公営住

宅の役割として、昨年度から取り組んでいる公

営住宅のマスタープランの中では団地を中心と

して、地域のコミュニティの再生、団地再生等

も取り組むように考えています。

一方、ここの６９ページの子育て・高齢者世

帯住環境整備事業費は、個人の住宅について、

セーフティーネット等も含め、子育て世帯の住

環境の向上や３世代近居・同居の支援というこ

とで、今回、近居を新たに追加しました。

これは実際に事業を使っていただいた方々か

らの声を含め、子育てをする際に、近くのおじ

いちゃん、おばあちゃんに預けたりということ

もあり、子育て世帯の住宅に高齢者の方が来て

もけががないようにとか、子育てをしやすい環

境をつくっていこうという趣旨の第一歩と考え

ています。

したがって、今回、３世代の近居支援につい

ては、２０戸程度の事業を考えていますが、ま

ずこれを市町村と一緒になって広めていき、地

域のコミュニティにつなげていこうと考えてい

ます。

島津建設政策課長 建設業の魅力発信について

は、冒頭、土木建築企画課長から説明したとお

りですが、当該事業とは別に１０ページの一番

下に地域協働型土木行政推進事業費というのが

あります。予算額は２２１万３千円ほどですが、

これは二つの事業から成り立っており、土木未

来（ときめき）チャレンジという事業と土木未

来（ときめき）教室という事業をやっています。

このうち、後者の土木未来教室は、小学校、中

学校の生徒を対象に土木の現場に触れ合うよう

な催物を実施する経費の補助をしているもので、

各土木事務所が創意工夫しながら、今後の土木

業界に携わる方を育てる事業に取り組んでいま

す。

森委員 ありがとうございました。

インフラツーリズムという話をさきほど出し

ましたが、土木建築部の職員だけではなく、観

光局等と連携した取組をぜひ土木建築部として
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も考えていただきたいという思いで質問したの

で、よろしくお願いします。

河川監視カメラについては、十分承知してい

る範囲ですが、まだまだ、消防団とかの現場か

らそういった要望もあるので、今後、計画的な

整備をぜひお願いします。

景観計画に関しては、土木建築部が所管して

いますが、文化庁の重要文化的景観とか、ああ

いうものとの連携が今後図られなければならな

いと思います。大分県内にも別府をはじめ、伝

統文化的景観の地区があります。そういったも

のとリンクさせていかなければならないので、

計画策定にあたっては、そういう部分を十分考

えていただきたいと思います。

住宅政策に関して、今回、近居の関係の予算

は初めてだということです。大分市では大分市

営住宅で近居政策なども進められていますが、

我々の住む地域では、もし実家のそばに家があ

れば残りますが、分譲宅地もないし、家もない

のでと、市外に出てしまう方がたくさんおられ

ます。近居政策をしっかりこれから検証してい

き、それがどのように効果があるかも含め、考

えていただきたいと思います。

阿部副委員長 ２点ほど質問します。

２３ページの道路維持修繕費です。県が管理

する道路の安全で快適な道路環境を確保するた

めに行う街路樹の管理や道路の清掃、草刈り等

とありますが、県が管理するという道路はどれ

くらいありますか。県道だけでなく国道も含ま

れているのか、それからどれくらいの長さがあ

るのか。そしてまた、これはどういう形で業者

に委託発注しているかをまず１点お尋ねします。

次は、６４ページ、県営都市公園施設整備事

業費についてです。先般の補正予算を審議した

委員会のときに、ハーモニーパークの指定管理

についてお尋ねしました。ハーモニーパークの

汚水処理施設――流調槽と読むのですか、改修

とありますが、これはどういうものですか。

藤崎道路保全課長 道路維持修繕費についてで

す。まず、県管理の国道は当然、県の維持管理

の中に入っているので、例えば国道２１３号な

どは対象になっています。また、維持委託をそ

れぞれ各土木事務所から発注しています。

阿部副委員長 私が聞きたかったのは、国道１

０号、２１３号には中央分離帯、グリーンベル

トがありますね。それから周辺部の一般県道の

道路の沿道の草はいつになったら掃除しますか

と言うことです。草刈りをはじめとした管理は

どれくらいに１回するのかと道路を走っていて

思います。

大分県全体の国道、県道、長さも聞きました

が、今お答えになりませんでした。相当数ある

と思いますから、１９億円ぐらいでその管理が

できるのかなという気がします。業者に対して

年に１回は最低切りなさいよとか、年に２回切

りなさいよとか、そうではなく、草が茂ってき

たらその都度切りなさいとか、どういった委託

形態で発注しているのかを聞きたかったんです。

藤崎道路保全課長 基本的に県管理の道路につ

いては、約３千キロほどあり、その中でも、例

えば交通量の多いところ、通行に支障のあるよ

うなところは年に２回ほど切るようには言って

います。その他の道路、例えば、山間部とか、

交通量の少ないようなところは年に１回という

形で業者にお願いしています。

ただ、ラグビーワールドカップのときには直

前に草を刈りました。そういったこともありま

すが、基本的には年に１回から２回という形で

やっています。

岸元公園・生活排水課長 ハーモニーパークの

２，０１０万円の事業内容です。

これはハーモニーパークの中の汚水処理施設

の流量調整槽の補修を行うものです。公園部分

の汚水と、ハーモニーランド――サンリオが経

営しているところから来る汚水、両方集めて処

理するようになっていますが、県の分と、当然

サンリオからの分が入ってくるので、２，０１

０万円のうち１，４６１万２千円、約４分の３

はサンリオの負担を求めています。汚水処理の

利用が過度に多かったときは一時期に流れ込む

ことがありますが、事前に流量を調整し貯留槽

に一定程度で流す役割をする槽を設けているも

のです。実は既に造ってから３０年たつので、

内部コンクリートのひび割れや鉄筋露出による
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腐食が進行しています。そのため、ひび割れ補

修とか表面被覆をするものです。

阿部副委員長 各土木事務所が道路維持管理を

しているということですが、私の地域でいえば、

国道１０号、２１３号、特に国道１０号は別府

あたりでも中央分離帯は草だけじゃなく木がか

なり大きくなって、そのまま残ったような状態

があります。これは本当に年に１回か２回やっ

ているのかなと思います。業者に年に１回やっ

てくださいよという管理委託であれば、２回の

ところを１回にするかもしれないし、どういう

監督をしているのか分かりませんが、そこら辺

は各土木事務所に再度言って、きちっと管理し

てもらうようにお願いしたいと思います。

あと、６４ページのところですが、ハーモニ

ーパークの管理委託に対し、当初の誘致のとき

の経緯が分からないので、これをこのままずっ

と続けていてどうかなと思います。普通に考え

て、ハーモニーランドは営利でやっていますか

ら、県の公園部分がどれくらいを占めているの

かお聞かせ願いたい。その利用率とか、あとハ

ーモニーランド全体の中で県の公園の利用率、

どのくらい利用されているのか、これだけの予

算を投じてやっていいのかと思います。

それと、あとほとんどがハーモニーランドの

入園者のための施設ではないかと思います。流

量調整をする施設、汚水タンクがあって、県が

それを全部管理して、ハーモニーランドに負担

をいくらと求めているのもどうかなと。本来で

あれば、ハーモニーランドが全て管理をしなけ

ればいけない施設ではないかと思います。当初、

３０年前に建てたときのいきさつが分かりませ

んが、県がそれだけのことをしてハーモニーラ

ンドをあえて呼んだのかとか、そこら辺の契約

段階のことは分からないけど、ただ、普通に考

えたら、ハーモニーランドが全てやらなきゃお

かしいのじゃないですか。

あの補正予算審議の委員会の後、私は日出町

に聞いたんですよ。日出町は赤松のところ、国

道１０号を上って、上のあたりの右左に駐車場

を所有していて、年間５００万円の駐車場使用

料をハーモニーランドから取っているそうです。

県は駐車場をハーモニーランドに整備してあげ

た上、委託料まで出している。いまだに３０年

間指定管理で、この前、県も駐車場の使用料を

年間何百万円かもらうとか言っていましたが、

それでは到底間に合いませんが、そこら辺の考

え方は。

藤崎道路保全課長 道路の草刈りの件ですが、

国道１０号は直轄国道なので、大分河川国道事

務所が管理しており、そちらにお伝えしておき

ます。

阿部副委員長 国道２１３号もですか。

藤崎道路保全課長 国道２１３号は県管理の国

道、補助国道なので県が管理しています。

岸元公園・生活排水課長 まず、ハーモニーパ

ークの中で、県の部分が実証展示林を含め、２

５ヘクタールほどあります。実証展示林を除き、

公園の部分が１７ヘクタールほどあり、そのう

ち設置許可という形で、サンリオが営業してい

る区域が約６ヘクタールぐらいあります。大半

が県が管理している区域です。

さきほど副委員長から日出町は５００万円ほ

どサンリオからもらっているという話もありま

した。実は県も設置許可ということで、サンリ

オから６００万円ほどもらっています。それと

あわせ、前回の委員会で説明した第３駐車場と

いう一番下にある駐車場は県の管理区間になっ

ており、上の第１、第２駐車場というちょっと

狭い駐車場がいっぱいになったら、県の駐車場

に誘導する形になります。ここの駐車場の利用

料は県の収入となり、前回の委員会で説明した

９００万円が入ってきます。

県の公園部分だけでも、竹林を除いて１７ヘ

クタールもあるので、ここの樹木や清掃とかの

管理で年間６千万円強の予算を計上しています。

サンリオに来る人だけじゃないかということ

ですが、今年はコロナで少なかったですが、一

昨年は５０万人という観光客が来ています。実

はここの観光客の４分の３が県外客で、かなり

大分県でも優良な観光施設となっています。そ

の中で、県の施設を使っているのはそのうちの

約１割程度という状況です。県の施設がかなり

老朽化している現状もあり、少し修繕しながら
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考えていきます。

阿部副委員長 私は子どもが男の子３人だった

から、ハーモニーランドに行ったことはないで

すが、ただ、大変なキティちゃんブームもあっ

たし、会社としては立派な会社だと思います。

５０万人のうち１割が県の公園を利用していた

だいている。残りはハーモニーランドだけなん

ですね。ハーモニーパークじゃなくて、ハーモ

ニーランドのキティちゃんを見に行く、会いに

行くんですね。したがって、前も言いましたが、

３０年たった、もうぼちぼちここら辺でハーモ

ニーランドにお任せしてはどうでしょうかとい

う話を、部内でそろそろやる時期ではないのか。

大事な竹林だと思いますが、竹林はどうですか。

竹工芸にいかされていますか。

岸元公園・生活排水課長 実証展示林ですが、

確かに今、手入れもうまくいっていなくて、な

かなかうまく竹工芸にいかされていません。実

は最近、竹の繊維をもとにナノファイバーとい

う新たな資材を開発するベンチャー企業を立ち

上げようという動きがあり、この資材を竹林か

らもらえないかという話があります。県として

も計画的な伐採をしてくれれば、竹林が再生す

ることもあるので、そのベンチャー企業と一緒

に今、この竹林の再生に取り組んでいます。コ

ロナの関係で立ち上げが遅れていますが、来年

あたり動きが出てくるのじゃないかと考えてい

ます。

阿部副委員長 都市公園の面積が足りないとい

う話をこの前の委員会でされていました。ここ

の委託費をどこか違うところで、県民が本当に

利用するような都市公園を造っていただければ

いいなと思います。ぜひそういう方向で今後議

論をしていただきたいと思います。お願いしま

す。

原田委員 うちは子どもが女の子２人なので、

よくハーモニーランドに行かせてもらいました。

私から３点質問したいと思います。

まず１点目ですが、砂防課や河川課の事業の

中に公共事業として採択されない事業の中で、

緊急性のある、いわゆる公共事業に採択されな

かったために単独事業になっている事業がいく

つかありますが、公共事業、いわゆる国の事業

として採択されるものと採択されないものの違

いというか、条件等がどうなっているか。

２点目は、予算概要３１ページの総合治水対

策推進事業費で、これは多分、最初に２年前の

７月補正で出て、３年目かなと思っていますが、

総合治水という考え方は本当に大事な考え方だ

なと思います。内水氾濫等がとても広がってい

るということもありますが、このプランは、結

局はいつできていくのか。また、兵庫県では確

か総合治水対策条例を作って、これをきっかけ

に全県下で進めていくという姿勢を示していま

すが、大分の考え方もお聞かせ願いたいと思い

ます。

３点目は、先日、別府土木事務所で事業説明

を受けた際に、別府土木事務所はそうでもない

ですが、他の土木事務所では人手不足が原因に

なっている不落札が起きているという話を聞き

ました。今の現状とその対策をお聞かせ願いま

す。

五ノ谷河川課長 まず、１点目の国の採択によ

らない事業です。

単純に言うと、規模の大きな事業が国の補助

事業や交付金事業に採択されます。例えば、津

久見市で今、激特と言われている、激甚災害対

策特別緊急事業という補助事業をやっています。

これの採択要件は、流出または全壊家屋が５０

戸以上、全体事業費が１０億円以上かつ一般被

害額に相当する額が限度という、規模が大きな

事業です。だから、そこまで大きくはないが、

一部で浸水があったり、河川の断面が足りない

ような中小河川は単独費でやっていくことにな

るかと思います。

それと２点目、総合治水対策推進事業費です。

こちらについては、令和元年度から来年度に向

け、仮称で総合治水プランと呼んでいますが、

河川整備の全体的な基本方針を今、作ろうとい

うことで、来年度末をめどに策定しようとして

います。

早速、年度早々に学識者の委員会も立ち上げ、

どういった内容でやっていくかも、土木建築委

員会に御報告しながら進めていきたいと思って
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いるので、よろしくお願いします。

中山砂防課長 さきほど補助の対象の件で、砂

防事業のことについてもお尋ねがありましたの

で、補足して説明します。

関連事業と同じく、まず事業規模があります。

事業によって違いますが、１億円以上だとか７、

８千万円以上だとか、いろいろあります。それ

に加え、例えば、急傾斜ですと、崖高が１０メ

ートル以上ないと補助対象にならないとか、保

全人家が１０戸以上ないと補助対象にならない

といった側面からの仕分けもあります。

古庄公共工事入札管理室長 不調の状況につい

て説明します。土木建築部の２月末時点での不

調の発生率は、開札総件数１，８７２件のうち

１４５件、７．７％で、これは昨年度同期７．

５％に比べると少し増えている状況です。

この原因は技術者不足、下請の不足等がある

ということで、対応として、継続して取り組ん

できたのが現場代理人の兼務を２件まで緩和す

るとか、あと技術者の緩和、それから余裕期間

制度の実施等です。それから配置予定技術者、

これは建設業法でいうと３か月以上の雇用が必

要ですが、これについては契約日までという対

応をやってきています。今回の災害等を受け、

現場代理人の件については、２件から３件まで

拡大、それから業者が技術員等の確保をするた

め、発注見通しを毎年４回公表していますが、

今は１２月から毎月、公表しています。それか

ら、地域によりますが、発注ロットを拡大する

などの見直しを行っています。

原田委員 よく分かりました。気になっていた

国の採択がされるかされないか、その条件があ

るというのがよく分かりました。

再質問ですが、さっき五ノ谷課長が言ってく

れた総合治水対策ですが、これは基礎自治体と

の関わりがとても重要になってくると思います。

このプランの策定の中で、もう既に基礎自治体

の担当者等も入りながらやっているのでしょう

か。

五ノ谷河川課長 市町村との連携ですが、委員

が言われるように、大変必要だと思っています。

大分県内の河川は全部で５８５あり、その河川

一つ一つ、どういった断面が必要で、その周辺

の浸水した場合の影響度合いがどうで、どうい

う大変な状況になるとか、そういったところの

重要度だったり、緊急度を今、整理しています。

精査した上で学識者委員会にもかけますし、市

町村の皆さまにも具体的に河川の整備順位をお

示ししながら、整合を図っていきたいと考えて

います。

戸高委員 さきほどの草刈りの件に関連してで

す。河川の話になりますが、今、地域の皆さん

に手伝っていただいて、河川周辺の横側とか、

ほとんど見た目は河川の中ですが、草刈りを定

期的にしていただいていますよね。県として本

当に少ないですが、袋代とか器具代といったも

のになるぐらいの補助をしていただいています。

地域でまとまって、草刈りもきちんとされて河

川の管理をしている地域がある一方、１町横に

ずれれば、高齢化が進んで、自治会長が一人で

やっていたり、腰が痛くてできない地域もある

状況なんですね。その状況にあわせて県にも相

談しながら、いろいろ柔軟に対応していただい

ていますが、こういう地域が増えているので、

地域の実情によって平等じゃないこともあるし、

今の管理の仕方で本当にいいのか。一生懸命や

っているところはそれでいいですが、そういう

人材がいないところでは、責任者が一人でやる

しかないという状況ですよね。根本的に河川の

整備、管理の形を考えていかないと、今後、そ

ういう相談ばかりになります。各土木事務所が

動かざるを得ない状況なので、なかなか難しい

と思いますが、今後、しっかりした基準をつく

って、やっていただきたいなという思いが、皆

さんの声としてあります。ぜひそういう取組を

していただきたいと思います。何かあれば。

五ノ谷河川課長 河川の草刈りについて、今言

われたように、高齢化とか人手が足りないとい

うことは、もうだいぶ前から伺っています。

今、大分県の河川管理については、全て一般

の方々のボランティアと言いますか、そういっ

た団体が全部で６６０ほどあり、河川の草刈り

をしていただいています。

わずかな金額――１平方メートル当たり８円
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ほどでお願いしている状況でして、そういった

お金の面とか、団体の方々の人数がかなり少な

くなっているといった話はよく市町村との意見

交換の中でも聞いています。

対策として、一つは、試験的ではありますが、

来年度からリモコンでやるような無人の草刈り

機を導入して貸与し、工夫しながら何とかやっ

ていきたいと思っています。土木事務所も、直

営でやっている部分もあります。

ちなみに、今年度は７月豪雨の後に補正をい

ただき、草刈り等、維持管理の点検もしており、

大変ありがたく思っています。

戸高委員 ぜひお願いします。定期的に土木事

務所に切っていただいているところもあり、そ

の時期等も現場といろいろ相談させていただい

ています。時期によっては毛虫が発生して、家

の中に毛虫がいっぱい入ってくるとか聞きます

が、想像したら恐ろしいですね。地元の土木事

務所はかなり苦労されているので、ぜひ柔軟に

対応できる形にしていただければと思います。

よろしくお願いします。

島津建設政策課長 １点補足させていただきま

す。草刈り等については、河川、それから砂防、

あと港湾も維持管理が大変ですが、そうした通

常、維持管理がなかなか整わない部分について、

建設政策課で取りまとめ、主に河川、砂防、港

湾ですが、地域の安心基盤づくりサポート事業

という事業を今、立ち上げています。１０ペー

ジにその事業がありますが、これは当初、平成

２８年度から、６，８００万円の予算でスター

トしており、現在８，２００万円まで予算を拡

充していただいています。まだまだ十分とは言

い難いんですが、これによって地域の方々がな

かなかやりにくいところを、業者にお願いし、

機械を使ってやってもらう経費に充当したり、

地域の方々がしている作業の一部補助、資機材

の購入等の補助もしています。

あわせて、河川内の小規模の支障木の伐採を

緊急的に行えるよう、１千万円をこの中から支

出しています。

地域の方々からたくさんの御要望をいただい

ており、令和元年度は６６５件の要望がありま

した。そのうち対応できたものが５８６件です

から約９割近くで、まだまだ十分とは言えませ

んが、なるべく、特に支障の大きいところから

順次対応しています。

小川委員 さきほどの原田委員の関連になりま

すが、昨年７月の豪雨災害の河川関係ですね。

道路関係は結構工事の進捗が分かりますが、さ

きほど言われた１，８７２件のうち１４５件が

不落という状況で、恐らくこれは玖珠郡に集中

しているだろうと思っています。３月も末を迎

え、工事の進捗が気になるところですが、落札

された中でも、まだ工事に着手していないとこ

ろが多いんですね。３０メートルから４０メー

トル、それぐらいの規模の箇所がまだほとんど

手つかずの状況で、大きな３００数十メートル

にわたるような護岸の改修等でもやっと数日前

ぐらいから工事に入った状況です。ちょっと不

安に思っているのが、大きな工事を同じ業者が

受注していることです。前回の委員会でも質問

が出ましたが、玖珠町の下泊里橋――これもま

た数年かかると言われていますが、そこと同じ

業者がまた大きな３００数十メートルにわたっ

ての護岸の改修工事も落札したと聞き、両工事

がスムーズに進んでいくのか心配しています。

やはり落札した以上、責任を持って完成に向け

てやっていただくために、その指導というか働

きかけをしていただきたい。工期までにできな

いのなら、正直申し上げて下請に早く回して、

工期を迎える前、あるいはまた台風シーズンを

迎える前に工事をしてもらいたいという指導を

ぜひお願いしたいです。あと、さきほど１４５

件が不調、不落とのことでしたが、その中には

数件、住宅が関連しているところがあって、傾

きかけたりしているところがあります。住民は

非常に心配しており、いつ工事をしてくれるだ

ろうかと言っています。言い方が悪いけど、や

はりどうしても業者も利益率の高いところから

工事をしていくから、そういう住宅が少し傾い

たりというところはなかなか敬遠しがちで、不

落になるという話を土木事務所長から私も聞い

ています。しかし、郡外業者にでも手を伸ばし

てなんとかやっていただかないと、このまま５
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月、６月の梅雨シーズンを迎えると本当に心配

です。ぜひそこらの指導、それと郡外までを入

札業者に設定していただけけるとありがたいと

思っていますが、そこらの状況。

あと直接関係があるかどうか分かりませんが、

さきほどから出ているので出したいと思います。

河川の護岸の周辺に住民が環境美化のために桜

の木なんかを植樹していますね。でも、これが

１０年近くたって、土木事務所から伐採勧告と

いう通知書が来たと。今まで精いっぱい地域の

美化活動として桜を植え、また、草刈りもして

維持してきたのに、伐採勧告とはあまりにも残

酷じゃないかと。文書として伐採勧告という形

で来たので、関係者もびっくりして、私に相談

があったわけです。今、満開の時期を迎え、こ

んな美しい桜を見て気分が悪くなるような人は

なかなかいない。来た人全員が、ああ、美しい、

よかったね、あなたたちが日頃管理してくれる

から、こうなっているという話も聞きました。

私は２６日まで議会があって、土木事務所に行

く余裕がないので、２９日以降に行って、そう

いった問題を話し合いましょうということにな

ったんですが、この管理の関係で何かあったら

お聞かせいただきたいと思います。

古庄公共工事入札管理室長 さきほど申しまし

た２月末の１４５件の不調のうち、災害復旧工

事が４０件あります。

それから、玖珠土木事務所管内においては、

３月から４月にかけての発注を今、計画してい

ると聞いており、そういう不調の状況等を見な

がら、できるだけ地元の中で処理していただく

のがよいかとは思っていますが、委員が御指摘

の郡外まで拡大とか、いろいろ対応を考えてい

きたいと思っています。

五ノ谷河川課長 さきほどの桜の管理の件です。

松木川だと思いますが、玖珠土木事務所から

そちらの両側に３００本ほどの桜の木があると

いうことは伺っています。詳しい経緯はよく存

じていませんが、平成２６年、２７年ぐらいか

ら一般の方からの苦情をいただいたりというこ

とで、地元の方と玖珠土木事務所で話合いを重

ねてきたと伺っています。

まず、桜の木が河川区域内にあります。植え

始めたのが１０年ぐらい前だということですが、

その植え始めたきっかけとか、それまでの話合

いの状況は承知していません。ただ、河川区域

内にあり、７月豪雨で、松木川の護岸の一部の

ちょうど桜の木が植わっているところが少し崩

れたりしています。土木事務所から聞いたとこ

ろによると、ずっと話合いを続けていたという

ことですが、最近御連絡していた方が全く連絡

が取れなくなったと言うことです。

さきほど言われた勧告書ですが、いついつま

でにというような期日までは入れずに、まずは

撤去をお願いしますとお送りしたということで

す。玖珠土木事務所がまずは協議をさせていた

だきたいとお願いしているようです。

小川委員 河川課長の方が状況に詳しいようで

すね。あそこは、龍門の滝の流域下なんですね。

観光シーズンを含め、周辺の環境美化に力を入

れていこうということで周辺住民の皆さんが桜

を植栽して草刈りをするとか、そういう取組を

していますが、苦情が出る状況では困るので、

また私も地元と話をしたいと思います。少し安

心したのは期限を切っていないということだっ

たので、私も今答弁いただいた内容を皆さんに

お知らせしたいと思います。老人会の会長が言

われていたけれども、せっかくこれだけの美し

い桜が咲き出して、皆さんがいい気持ちで見て

おられるのに、これを伐採するというのは、自

分が切られるような気持ちだと、これは何とし

ても保存していかねばという話も出ていました。

そこらを加味して、保存、保護に向けていきた

いと思います。よろしくお願いします。

高橋委員 自分の身近なことしかよく分からな

いので、その件についてちょっと御質問させて

ください。

予算概要２５ページですが、（公）道路施設

補修事業費の中に臼杵坂ノ市線のトンネルの件

が入っています。ここの照明ということですが、

この臼杵坂ノ市線の予算は昨年も入っていたの

かどうか。と言うのが、あそこは御存じのよう

に、できてかなり時間がたって、以前はトンネ

ルの外壁からすごく水が漏れ、それが下の道路
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を浸食と言うか、かなりひどい状況になってい

ましたよね。あそこは時々バイクや自転車も通

りますが、はっきり言って、これは通れんだろ

うなというぐらい水があふれています。最近は

あまりそういうのはないですが、そこら辺のト

ンネル自体の補修の状況はどうか。

それから、照明自体も暗くて、非常に怖いな

と。バイクとか走っていたら、発見が遅れるぐ

らい暗いので、かなり予算は入っていますが、

そういうところの改修にあたっては、これまで

どうしてきたのかというところ。

それから、臼杵は大分に出るのに、周りが山

に囲まれているので、臼杵坂ノ市線だけではな

く、周りにもかなりトンネルがあります。そう

いうところも照明をわざと消しているのか、も

う古くなって明るくないのか、よく分からない

ですが、そういうところもある。県の管轄かど

うか分からないところもありますが、そういう

ところが県下でもだいぶあるのじゃないかなと

思いますが、そこら辺の把握はしているのか。

この臼杵坂ノ市線は通称臼坂バイパスと呼ば

れる新しい方のことですよね。旧道ではなく、

そこだと思いますが、以上お願いします。

藤崎道路保全課長 トンネルの照明について御

質問いただきました。トンネルの照明について

は、ここに書いてある臼杵坂ノ市線などの６路

線で、これは今、ナトリウム灯をＬＥＤ化する

ということで、順次、県下でやっています。

それと、トンネルの補修については、各トン

ネルごとに点検しており、長寿命化計画等々に

基づいて補修しています。

何分、トンネル県大分で、全国的にトンネル

が一番多いので、例えば緊急輸送道路とか、優

先順位に基づいて順次対応しています。

高橋委員 大分県は非常にトンネルが多いです

ね。時々、この臼坂バイパスだけではなく、他

のトンネルを通りながら、もし今ここで地震が

起きたら、生き埋めにならないだろうかとか、

不安になることがすごく多いです。トンネルの

耐震性は、私にはちょっと分からないですが、

これから本当に切実な問題となって出てくるの

じゃないかと思うので、そういうところを今後

も県としてぜひ力を入れていただきたいと思っ

ています。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

小嶋委員外議員 大分市内の道路に関する要望

と言いますか、いろいろお伺いしたいことがた

くさんありますが、今日は時間の都合もあるの

で、１点だけお願いします。

５９ページの（公）街路改良事業費です。今

年は２６億円ほどあります。昨年は３１億円で、

約５億円ぐらい下がっています。私は庄の原佐

野線をよく利用しますが、宗麟大橋ができて、

非常に便利がよくなって、利用している車両が

たくさんありますね。一日中大混雑ということ

ではないですが、東側に向かっていくのも、南

側から入ってくる分、高速の入口を越えて入っ

てくる分とかなりの数の車が詰まっています。

すぐにできるわけじゃないですし、これから雨

季に入ったりして、いろいろ季節によって波は

あると思いますが、これをぜひ改善していただ

きたいと思っています。将来的には、トンネル

から出てきたところにタッチしてという計画は

聞いてはいますが、この１年間、宗麟大橋がで

きてから全く工事の動きがないですね。動きが

ないので、これはいつぐらいまでに、本当に予

定どおりにいくのかと心配になっています。そ

の７路線全部伺いたいと思いますが、さしずめ

庄の原佐野線だけ、次年度どのような動きにな

るのかという見解をお尋ねしたいと思います。

岡本都市・まちづくり推進課長 庄の原佐野線

の下郡工区についての御質問にお答えします。

当工区については、下郡バイパスから米良バ

イパスまでの区間を平成２９年度から事業に着

手しており、これまでに用地買収や道路・橋梁

詳細設計等を進めてきました。

今年度末までに用地関係が取得ベースで約６

割程度、令和２年度ベースで４３％、土地開発

公社に大型物件等を委託しており、早ければ令

和４年度から本工事に着手する予定で、そのと

きに形が見えてくるので、現在、令和８年度の



- 14 -

供用開始に向け全力投球しています。

小嶋委員外議員 信号機の右折のタイミングを

少し長くしてもらっているので、車のはけは思

いのほかいいとは思います。

それからもう一つは、トンネルや高速の入口

から出て、ずっと北に向かって行って、それで

信号にかかりますが、最近では手前からショー

トカットして入って、大分市の公園側をずっと

スルーして下郡に抜ける、狭い住宅地を抜ける

車両が随分多いですね。そういう問題があるか

ら、早めにしてほしいと思います。住宅街で事

故でも起こると大問題になってくると思うので、

願わくば４年度からという話を半年度でもいい

ですから、前倒しをして取り組むことも計画い

ただいた方がいいのじゃないかと思います。こ

の全体像が令和８年か９年に出来上がると思い

ますが、そのプランになる絵があれば、一度お

見せいただきたいと思います。またこれは個別

によろしくお願いしたいと思います。

太田委員外議員 ３１ページの高潮時避難行動

支援事業費です。沿岸部の市町村が作る高潮ハ

ザードマップの作成に要する経費の助成ですが、

ハザードマップは非常にありがたいですが、作

ったことで安心せず、地元住民の避難行動にど

うやって結びつけるか、啓発をもっとしっかり

してほしいと思います。南海トラフ地震で高潮

が重なったときに、２万２千人も亡くなる想定

がされていますが、そのことが自分のこととし

てなかなか結びつかないのが現実だと思うので、

徹底してほしいと思います。その辺の取組をど

うするのか。

また、３２ページの湯布院町の宮川のオオセ

キショウモの除去ですが、具体的にどういうこ

とを業者に頼むのか、それとも人海戦術でする

のか、その辺ちょっとお聞かせ願いたい。

五ノ谷河川課長 まず、高潮時避難行動支援事

業費の件です。また、後ほど諸般の報告でも御

説明しますが、想定区域図を作って、区域図が

出来上がったら、それを市町村にもお知らせし

ます。市町村が区域図を知れば、その分は各市

町村が住民の方々に周知すると水防法で義務付

けられており、それとあわせて、避難の確保を

するための計画を策定するのも義務付けられて

います。

まずは市町村が周知するためのハザードマッ

プを作成する、それから地域防災計画の中にも

うたい込み、避難の確保計画も策定する、そし

て訓練することになります。県は今後、ハザー

ドマップを作るためのお金の助成をしますが、

あわせて技術的な支援だとか、そういう御相談

にも各土木事務所が乗っていきます。

それから、宮川のオオセキショウモの除去で

すが、これは令和元年度からやっており、ゆふ

いん豊水会というＮＰＯに委託しています。あ

わせて、いわゆる人海戦術で、土木事務所の職

員も一緒になってやっています。今年度は、今

月２５日と２６日に一緒にやろうと動いていま

す。

太田委員外議員 私ども内陸部に住んでいる者

が今日みたいに大分に出てきたとき、そういう

ハザードマップの情報が非常に得にくいですね。

そこに住んでいる人たちは常にそういうものを

配布されていて見ることもありますが、結局、

玖珠とか湯布院とか内陸部にいる者については、

なかなかそういう情報が身近にないです。例え

ば、別府の観光客とか、そういう部外者が一時

的にそこに居合わせたときに、そういう情報を

どう得られるかについても少し研究してほしい

と思います。よろしくお願いします。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

次に、第１０号議案令和３年度大分県臨海工

業地帯建設事業特別会計予算について、執行部

の説明を求めます。

中村港湾課長 第１０号議案令和３年度大分県
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臨海工業地帯建設事業特別会計予算について御

説明します。

資料令和３年度土木建築部予算概要の７７ペ

ージをお開き願います。表の一番左、区分欄の

上から２番目です。予算額は、表の左から２番

目、予算額（Ａ）の欄にあるように、１６億１

８１万９千円です。

歳入の主な内訳ですが、予算額（Ａ）欄の二

つ右、財産収入として、土地利用計画の変更に

伴う臨海特会から港湾特会への土地の所属換え

などによる収入が８億８千万円、その右、繰入

金として、減債基金からの繰入金が７億２，１

７１万９千円です。

次に７９ページをお開き願います。歳出につ

いては、表の一番左の事業名欄の一番上、６号

地事業費で、予算額は３５５万円です。本事業

は、６号地に係る維持管理等に要する経費です。

次に、その下の公債費ですが、予算額は１５

億９，８２６万９千円です。本事業は、６号地

造成に伴う起債の元利償還金です。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第１１号議案令和３年度大分県港湾施

設整備事業特別会計予算について、執行部の説

明を求めます。

中村港湾課長 第１１号議案令和３年度大分県

港湾施設整備事業特別会計予算について御説明

します。

７７ページにお戻りください。表の一番左、

区分欄の上から３番目です。予算額は表の左か

ら２番目、予算額（Ａ）の欄にあるように、３

３億９，８５８万９千円です。

歳入の主な内訳ですが、予算額（Ａ）欄の右、

使用料及手数料として、附属地や野積場などの

使用料が１５億４，３２２万２千円、さらにそ

の五つ右、県債として、港湾施設建設事業債の

借入れが１８億３，５００万円です。

次に、８０ページをお開き願います。歳出に

ついては、表の一番左の事業名欄の一番上、港

湾施設管理費で、予算は３億３，８６５万８千

円です。本事業は、上屋や野積場などの港湾施

設の管理に要する経費です。

その下、大分港大在コンテナターミナル管理

運営事業費の ７，９７０万２千円は、指定管

理者への委託料や維持修繕などに要する経費で

す。

また、その下の別府港北浜ヨットハーバー管

理運営事業費の１，０４１万９千円も同様に指

定管理者への委託料などに要する経費です。

次に、その下の港湾施設維持修繕事業費ですが、

予算額は１億２，０４５万４千円です。本事業

は、上屋や野積場などの港湾施設の維持修繕を

行うものです。

次に、その下の公債費ですが、予算額は７億

２，２８０万６千円です。本事業は、港湾施設

整備事業に伴う起債の元利償還金です。

次に、８１ページを御覧ください。港湾機能

施設整備事業ですが、予算額は２１億２，６５

５万円です。本事業は、大分港、津久見港、別

府港、臼杵港、佐伯港、中津港の埠頭用地の造

成などを行うものです。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも
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のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第３２号議案令和３年度における土木

事業に要する経費の市町村負担について、執行

部の説明を求めます。

渡辺土木建築企画課長 第３２号議案令和３年

度における土木事業に要する経費の市町村負担

について御説明します。

土木建築委員会資料の２ページをお開き願い

ます。これは、１提案内容にあるように、令和

３年度の土木事業に要する経費の一部として、

地方財政法等に基づき、関係市町村に負担を求

めることについて議決をお願いするものです。

負担割合については、２令和３年度負担割合に

あるとおり、令和２年度と変更ありません。

なお、各事業の負担割合等については事前に

関係市町村の同意をいただいています。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないのでこれより

採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第３３号議案工事請負契約の締結につ

いて、執行部の説明を求めます。

種蔵道路建設課長 第３３号議案工事請負契約

の締結について御説明します。

お手元の議案書は３０４ページですが、委員

会資料の３ページを御覧ください。本議案は、

佐伯市蒲江大字畑野浦から大字竹野浦河内地区

で整備を進めている、一般国道３８８号の仮称

楠本第一トンネルに係る工事請負契約の締結に

ついてです。ページ下の地図に黒線及び黄線で

国道の現道区間を示していますが、写真①②に

あるとおり、線形不良や幅員狭小、落石の危険

性などの課題があるため、延長７．４キロメー

トルの区画で整備を進めています。本工事は、

赤線で示した未整備区間のうち左側、楠本第一

トンネルの工事を行うものです。

続いて、４ページ左上を御覧ください。今回

の工事は、トンネル２７８メートルを含む延長

３１０メートル、契約金額は１１億５，８３０

万７，１５０円で、工期は着工が契約締結の日

の翌日、完成が令和４年３月３０日です。入札

の結果により、梅林・豊後特定建設工事共同企

業体と工事請負契約を締結したく、議会の承認

をお願いするものです。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第３４号議案大分県道路占用料徴収条

例の一部改正について、執行部の説明を求めま

す。

藤崎道路保全課長 第３４号議案大分県道路占

用料徴収条例の一部改正について御説明します。

お手元の資料５ページを御覧ください。本条

例は、道路法第３９条の規定に基づき道路占用

料の額などを定めたものです。これまで３年ご

とに見直しを行っており、今般、社会経済情勢

の変動などに対応するため、本条例の一部改正
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を行うものです。

今回、３点の改正があります。１点目は占用

料単価の改定です。道路占用料については、令

和２年４月に国管理の道路占用料が改定されま

した。国の改定を受けて、本県で採用している

九州ブロック統一単価についても、国に準じ改

定されたことから、今回改正を行うものです。

２点目は所在地（級地区分）の改定です。級

地区分については、国が土地の価格や人口規模

を勘案し定めており、全国の市町村を１級地か

ら５級地の五つに区分しています。今回、地価

の評価替え等により、宇佐市が５級地から４級

地に、佐伯市が４級地から５級地に変更になっ

たことに伴い改正を行うものです。

３点目は占用物件の新設です。令和２年１１

月２５日に道路法関係政令が改正され、占用物

件の区分として、新たに自動運行補助施設が設

けられたことに伴い、本条例においても占用物

件の区分を新設するものです。自動運転補助施

設とは、電磁誘導線や磁気マーカーなどにより、

自動運行を補助するための施設です。なお、今

回の改正に伴い、占用料全体としては年間約１

億９千万円から約５７０万円、減少する見込み

です。施行日は、令和３年４月１日を予定して

います。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３５号議案河川の流水占用料等の徴

収に関する条例の一部改正について、執行部の

説明を求めます。

五ノ谷河川課長 資料の７ページを御覧くださ

い。第３５号議案河川の流水占用料等の徴収に

関する条例の一部改正について御説明します。

この条例は、１に記載しているとおり、河川

法の規定に基づき徴収する河川の流水占用料、

土地占用料等の額及び徴収方法について必要な

事項を定めたものです。

次に２の徴収方法についてですが、条例では、

流水占用料等の許可期間が複数年度にわたる場

合、毎年度、当該年度分を徴収することとなっ

ています。一方、事務の効率化や納付者の負担

軽減等の観点から、許可期間が複数年度にわた

る場合、当該期間の占用料等の一括徴収が可能

となるよう河川法施行令が改正されました。

このため、３の本条例の改正についてに記載

しているとおり、申請者の申出があれば許可期

間分の流水占用料等を一括して徴収することが

可能となるよう規定を追加するものです。

４の経過措置についてですが、施行日以後の

許可等に係る流水占用料等について適用します。

５の施行日については、令和３年４月１日で

す。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第３６号議案大分県県営住宅等の設置

及び管理に関する条例の一部改正について、執

行部の説明を求めます。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 続いて、資

料の８ページを御覧ください。
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第３６号議案大分県県営住宅等の設置及び管

理に関する条例の一部改正について御説明しま

す。

所得税法の一部改正が令和２年４月１日に施

行され、それに伴い公営住宅法施行令が一部改

正され令和３年1月１日に施行されました。

この改正の中で、今回の条例改正に関連するも

のが３点あります。

まず、（１）婦人の寡婦の定義の見直しです。

これまでは、夫と死別若しくは離婚した後婚姻

をしていない者、又は夫の生死が明らかでない

者で扶養親族又は生計を一にする子がいる者を

寡婦としていましたが、改正後は、その右の改

正後の欄のとおり、夫と離婚した後婚姻をして

いない者のうち、子以外の扶養親族を持つ者、

又は夫と死別した後婚姻をしていない者、夫の

生死の明らかでない者が寡婦とされ、寡婦控除

の対象となりました。

次に、（２）夫の寡夫の廃止です。ただし、

子を持つ寡夫については、右の改正後の欄にあ

るとおり、新設されたひとり親に含まれ、ひと

り親控除の対象となりました。

次に、（３）ひとり親の定義及びひとり親控

除の新設です。右の改正後の欄のとおり、この

ひとり親とは、これまでひとり親であっても婚

姻歴のない場合は寡婦（夫）とはされませんで

したが、今後は婚姻歴にかかわらず、生計を一

にする子を有する者はひとり親とされ、ひとり

親控除が適用されることとなりました。

このように、本条例の関連法令において、条

例の条文に直接関連する定義の見直し等があっ

たことから所要の改正を行う必要が生じていま

す。そのため、２大分県県営住宅等の設置及び

管理に関する条例の改正欄にあるとおり、第９

条第３項の優先入居に関する規定を２０歳未満

の子を扶養している寡婦又は寡夫から右の改正

後の欄のとおり２０歳未満の子を扶養している

ひとり親に改めるものです。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、合い議案件の審査に入ります。

総務企画委員会から合い議のあった第２０号

議案大分県使用料及び手数料条例の一部改正に

ついてのうち、本委員会関係部分について、執

行部の説明を求めます。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 第２０号議

案大分県使用料及び手数料条例の一部改正のう

ち建築物エネルギー消費性能の向上に関する法

律関係事務の手数料の改定について御説明しま

す。

資料の９ペ－ジを御覧ください。この法律は、

建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増

加していることに鑑み、建築物のエネルギー消

費性能の向上を図ることを目的としたもので、

今回の法改正は、実効性の高い省エネルギー対

策を講じるための措置です。

法改正の概要としては、１建築物省エネ法の

改正概要に示すとおり、省エネ性能適合性判定

において、省エネ基準に適合していることの判

定を受ける義務がある特定建築物の範囲が、非

住宅部分の床面積２千平方メートル以上から３

００平方メートル以上まで拡大されたものです。

これに伴い、２手数料条例の改正概要に示す

とおり手数料の面積区分を新設するものです。

手数料の面積区分としては、従来の２千平方メ

ートル未満の区分を、国交省が示す審査所要時

間に準じて①３００平方メートル未満、②３０

０平方メートル以上１千平方メートル未満、③

１千平方メートル以上２千平方メートル未満の

三つに分割します。

なお、手数料の算定方法については、国の審査
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所要時間に準じて算定します。

また、同じ法律に規定される省エネ性能認定

申請、省エネ性能向上計画認定申請の審査手数

料においても、同様の審査所要時間を用いて算

定しているため、従来の３００平方メートル以

上２千平方メートル未満の区分について、３０

０平方メートル以上１千平方メートル未満、１

千平方メートル以上２千平方メートル未満の二

つに分割し、手数料を設定するものです。

施行期日については、法改正の施行日である

令和３年４月１日からとしています。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

原田委員 実効性の高い省エネ対策とは一体何

のことを指しますか。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 省エネ性能

向上に向けては、これまでいろいろな施策を国

も講じてきました。この中で、一般の非住宅分、

例えば事務所などですが、省エネ性を上げるた

めには、まず外壁等の保温、蓄熱とかが考えら

れます。いろんな機械が開発されており、省エ

ネ性能の高い空調機や空調方式が順次出てきて

います。そういったものの活用によって、省エ

ネ率を高くしていくことを法律の中で一般の方

についても届出等を業務付けて、審査を行って

いきます。

それから、高い性能については高い評価をし

ていくことで、より実効性を高くしていこうと

いうのが法の趣旨です。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと総務企画委

員会に回答することに決定しました。

以上で合い議案件の審査を終わります。

ここで、１０分間休憩します。

午後３時０１分休憩

午後３時０９分再開

尾島委員長 それでは委員会を再開します。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。

まず、①の報告をお願いします。

中村港湾課長 報告第２号損害賠償の額の決定

について御説明します。

委員会資料の１０ページを御覧ください。大

分港の大在地区において、浮桟橋に係留してい

た２隻の船舶を損傷させたため、所有者に損害

賠償を行ったものです。賠償額が３００万円以

内であり、地方自治法第１８０条に定める軽微

な事項に該当するため、本年１月２１日に知事

の専決処分で賠償額を決定し、支払を行ったこ

とを今回議会へ報告するものです。

資料の左下、事案内容に記載していますが、

建設後２４年が経過し、係留ローラーの欠損等

老朽化が進行した浮桟橋が、１０月８日夜から

９日朝にかけて生じた台風第１４号のうねりを

誘因として、固定した杭から外れ、船舶を損傷

させたものです。

なお、当該浮桟橋については、補修工事を令

和２年９月３０日に契約し、工事に着手する予

定でしたが、その矢先に発生した事案となりま

す。

損害額は資料右上の記載のとおり、安部一郎

氏は１４５万４，８６０円、大神克巳氏は７万

９，３５０円であり、この額で示談書を締結の

上、専決処分により両氏には既に賠償金を支払

いました。

今後の対策としては、資料右下のとおり、現

在進めている当該浮桟橋の補修工事は年度内に

完成するとともに、今後、職員による定期点検

や巡視に加え、施設に不具合が生じていないか、

使用者からも聞き取りを行った上で、計画的に

修繕を実施するなど再発防止に努めます。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま



- 20 -

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、②から

④の報告をお願いします。

種蔵道路建設課長 おおいたの道構想２０１５

の中間見直しについて御説明します。

委員会資料の１１ページをお開き願います。

お手元の資料左上に記載しているとおり、おお

いたの道構想２０１５は大分県長期総合計画安

心・活力・発展プラン２０１５及び土木建築部

長期計画おおいた土木未来（ときめき）プラン

２０１５を補完する計画となっており、道路事

業を執行する上で指針としている計画です。本

計画は、平成２８年度から令和６年度までの９

年間を対象としており、昨年度、上位計画の改

訂が行われたことを受け、見直しを行うもので

す。

本計画の見直しに関しては、昨年の第４回定

例会の諸般の報告の際に、概要の報告をさせて

いただきました。その後、１月１２日から２月

１０日までの１か月間、パブリックコメントを

実施しました。掲載期間中に提出された意見は

特にありませんでした。そのため、原案のとお

り今年度末に公表します。

引き続き、令和６年度までの計画期間中に目

標としている各指標の整備水準に達することが

できるよう尽力します。

続いて、現在、道路建設課において作業を行

っている新広域道路交通計画の策定について御

説明します。

委員会資料１２ページをお開き願います。大

分県では、中長期的な道路ネットワーク構想と

して広域道路整備基本計画を平成６年度に策定

しています。広域道路整備基本計画において広

域道路と位置付けられた路線の中から、中津日

田道路や中九州横断道路などの地域高規格道路

が指定され、整備が行われてきました。計画は

平成１０年の見直し以降は改定されていません

が、現在、重要物流道路の指定などの新たな時

代の要請に応えるため、計画の見直しが必要な

状況となっています。

右側の３新広域道路交通計画の概要を御覧く

ださい。今回の計画策定にあたっては、広域道

路ネットワークの強化の方向性として、中核中

枢都市等を核としたブロック都市圏の形成や空

港・港湾等の交通拠点へのアクセス強化などが

国から示されています。大分県で言えば、連携

中枢都市である大分市や定住自立圏構想の中心

市である中津市や日田市などを結ぶ道路や、重

要港湾である大分港や別府港、大分空港などへ

のアクセス道路などが強化すべき道路として位

置付けられます。また、広域道路として指定す

る道路を高規格道路や一般広域道路として階層

化しており、それぞれの要件を満たすものでな

ければ位置付けできないことになっています。

左下の２新計画策定までの流れを御覧くださ

い。現在は、令和２年６月に国土交通省から出

された新たな広域道路ネットワークに関する中

間とりまとめを参考としながら、計画の策定作

業を進めています。今後は、有識者懇談会や幹

線道路協議会などを開催しながら、次回の第２

回定例会にて報告し、公表したいと考えていま

す。

続いて、令和元年１０月に契約した県道古江

丸市尾線の仮称１号トンネル工事の進捗状況に

ついて御説明します。

委員会資料１３ページをお開き願います。本

事業は、佐伯市蒲江の県道古江丸市尾線におい

て、道幅が狭く、急峻な地形からの落石や台風

時の越波など課題があるため、延長１，５８０

メートルのバイパスとして整備するものです。

本工事は、平面図の左側、赤色実線部の仮称１

号トンネルのトンネル工事を行うものです。こ

のトンネルは、延長５５６メートルであり、現

地では１０月２日に掘削が完了し、現在は覆工

コンクリート等の作業を順調に進めています。

今後は、今年８月の完成を目指して進めていき

ます。

１４ページを御覧ください。次に工事の変更

内容について御説明します。トンネルの掘削時

に硬質な岩盤層が出現したため、鋼製支保工が
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不要となり削除したことで減額となりましたが、

掘削した岩盤の塊が大きくなり小割する土量が

増加したため増額となっています。また、受注

者による働き方改革として、本現場において４

週６休で工事を履行したことから大分県週休２

日施工工事実施要領に基づき経費の加算を行い

増額するものです。これにより、契約金額は、

当初１４億６，９７８万５，２８４円に対し、

約７００万円の増額を見込んでおります。これ

については、次回の第２回の定例県議会におい

て金額変更の契約議案を上程したいと考えてい

ます。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、⑤と⑥

の報告をお願いします。

五ノ谷河川課長 稲葉ダム小水力発電事業につ

いて御説明します。

委員会資料の１５ページをお開き願います。

本事業は、ダムの未使用エネルギーの活用によ

り、管理コストの削減及び地球温暖化の軽減を

図るもので、左中の導入イメージ図にあるよう

に、発電所と放流管等を新設し、稲葉ダムの放

流水を活用して発電を行うものです。平成２８

年度に、プロポーザル方式により公募を実施し、

事業者選定委員会を経て、西技工業（株）を筆

頭とする九州電力グループ連合体を事業候補者

に決定しました。その後、電源接続案件募集プ

ロセスや河川法等の協議を進め、令和元年度に

県と事業者との管理協定を締結し、発電所建設

工事に着手しており、今月中には発電を開始す

る予定です。この事業は独立採算事業として成

立しており、発電事業者は発電した電力を稲葉

ダムの管理用電力に供給した後、余剰電力を売

電する方式により収益を得ます。県としては、

稲葉ダムの管理用電力料金が削減され、流水占

用料等の歳入も発生します。また、発電事業者

により地域貢献が提案されており、本事業によ

り得た利益の一部は、地域に還元される予定で

す。発電運用開始後も、発電事業者と連携し、

適正な稲葉ダムの管理に努めます。

続いて、高潮浸水想定区域の指定及び公表に

ついて御説明します。

委員会資料の１６ページをお開き願います。

近年、甚大な浸水被害が発生していることから、

避難体制の充実・強化を図るため、平成２７年

に水防法が改正され、想定し得る最大規模の洪

水や高潮による浸水想定区域の指定・公表が義

務付けられました。本県においては、九州北部

豪雨など洪水被害の発生頻度が高いことから、

資料左上の表のとおり、洪水を優先し指定、公

表を進めており、令和元年度から高潮浸水想定

区域図の作成に着手しています。この想定最大

規模の高潮とは、左下に記載しているように、

過去最大級の台風が本県に襲来した場合の高潮

を想定したもので、高潮水位が最も高くなるよ

うに、室戸台風の中心気圧や伊勢湾台風の移動

速度など、各種条件を設定したものです。具体

例として、資料右側に宇佐市と豊後高田市の高

潮浸水想定区域図を提示しています。高潮は、

湾の奥行きが長く、水深が浅いほど高くなる特

徴があります。この地域の海岸は遠浅であると

ともに、高潮が河川を遡上する現象により、こ

のように浸水区域が広くなっています。

今後は６月をめどに、県下全域の高潮による

浸水が想定される箇所について、区域指定及び

公表を行う予定です。また、公表後には、高潮

浸水想定区域図をもとに関係市町村が高潮ハザ

ードマップを作成し、住民に周知を図っていく

ことになりますが、こうした取組が円滑・確実

に進むよう、県としても作成に係る助言に加え、

令和３年度から財政面でも関係市町村の支援を

行います。引き続き、各関係機関と連携し、浸

水時の円滑・迅速な避難体制の確保に取り組み

ます。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

ただ今の報告について、御質疑等はありませ

んか。

森委員 稲葉ダムの小水力発電について、常時
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の発電なのかと、渇水時の対応について教えて

ください。

五ノ谷河川課長 まず、毎日常時の発電となり

ます。それから、一定水位より下がったときに

は、協定の中で発電を止めるようになっていま

すが、よほどのことがない限り、常時の発電に

なると考えています。

森委員 稲葉ダムが完成後、貯水して１年か２

年後だったと思います。今から１０年まではな

りませんが、竹田、大野地区で渇水被害があり、

この稲葉ダムの水を活用したとしても、１か月

ももたないというような時期もあったように記

憶しているので、その関係で今質問しました。

最近は常時、水位が保たれていますが、水位

が下がれば当然発電ができない水位になってく

るかと思いましたが、よく分かりました。

原田委員 高潮の浸水想定区域ですが、この図

を見ると、高潮が遡上して広がっているんだな

と思います。左に駅館川が少し見えますが、そ

の流域の左側は浸水していますが、右側は余り

浸水していない、その差は一体何ですか。

五ノ谷河川課長 地形データを基に計算してお

り、右岸側はちょっと標高が高いので、浸水が

余り起こらないような図になっています。

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

小嶋委員外議員 右側の赤い図は宇佐市と豊後

高田市のですが、地形的に特別この地域が太平

洋に向いているわけでもないし、向かい側には

四国があるから、台風とかによる高潮による影

響が本当にこれだけあるのかなと単純に疑問が

１点です。

それから、こういう地図を出していただくと

すれば、大分市と別府市辺りにも入り込んでい

る河川があったり、どちらかというと、別府市

などは太平洋に向いているので、こういうとこ

ろの地図の方が分かりやすかったのじゃないか

なと疑問です。

五ノ谷河川課長 まず１点目です。申し訳あり

ません、少し説明が足りなかったですが、この

高潮浸水想定区域図を作成するにあたり、室戸

台風だとか伊勢湾台風、近年最大規模の台風を

設定した計算をしています。大きさにもよりま

すが、特に移動する方向を、これまで大分県に

襲来した台風の角度に加え、可能性のある方向、

いわゆる一番強くなるような方向で計算をして

います。その結果、こういった形での浸水が考

えられる、それこそ数百年から千年と言われる

ような最大規模の高潮の場合の浸水想定区域を

算定しています。

それから、大分市、別府市も同じような地図

があります。同じようにこういう浸水が起きま

すが、よく見られるのは津波のハザードマップ

ですが、それよりやはり高潮の方が面積的には

そんなに広がらない状況です。

太田委員外議員 ハザードマップの赤く塗られ

たところに避難所等はないのか。この中で、最

大規模のものが来たときに、特に人的被害をど

の程度想定され、避難所としてどこが危ないと

かいうことまで住民に促しているのかをちょっ

と聞きたいです。

五ノ谷河川課長 まずこういった区域を計算し

て、浸水想定ができています。今後、来年度に

市町村の方々と情報を共有し、市町村が例えば

地域防災計画の中にうたい込む。例えば、人家

が何戸あるとか要配慮利用施設が何戸ある、こ

の区域の中で避難所がどこにある、避難経路は

どうなるとか、今後市町村と協働しながら作っ

ていきたいと思います。

鴛海委員外議員 今、堤防なんかも改修してい

ますが、豊後高田市内もそうですし、真玉もそ

うですし、香々地も堤防がありますが、そうい

うものは考慮されているでしょうか。

五ノ谷河川課長 計算上は、高潮で警戒水位以

上を超えたものについては、堤防が壊れる想定

で、最大規模で浸水する形で計算しています。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、⑦から

⑨の報告をお願いします。

中村港湾課長 別府港北浜ヨットハーバーネー

ミングライツについて御説明します。

委員会資料の１７ページを御覧ください。現

在、有限会社富城物産と協定を締結している別
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府港北浜ヨットハーバーのネーミングライツが

今年度末をもって終了することから、スポンサ

ー企業の募集を行いました。昨年１２月２２日

から１か月間募集を行い、２月１２日の選定委

員会を経て、資料の４選定スポンサーにあると

おり、株式会社ササキコーポレーションをスポ

ンサー企業と決定しました。株式会社ササキコ

ーポレーションは、当該施設の指定管理者であ

り、九州を中心とした１１か所のヨットハーバ

ーの管理などマリン事業のほか、モーターサイ

クル事業や福祉事業などを行っています。新た

な愛称は、５施設の愛称にあるとおり、ササキ

コーポレーショングループ別府北浜ヨットハー

バーとなり、期間と金額については、その下６

にあるとおり、令和３年４月１日からの５年間、

税込みで年額１９万８千円となっています。

岡本都市・まちづくり推進課長 都市計画区域

マスタープランの改訂について御報告します。

本日は時間の関係で、大分都市計画区域マスタ

ープランの概要版を使って説明します。委員御

選出区の概要版については、後日お届けします。

まず、表紙についてですが、今回新たな試み

として、これから将来のまちづくりを担う、県

内の大学生や高専の学生に対しデザイン案の募

集を行い、応募のあった３作品の中から、ＡＰ

Ｕの学生のデザインを最優秀賞として選定しま

した。

表紙をおめくりください。ここには見開きで、

全区域に共通する内容を記載しています。

左側①都市計画区域マスタープランの改訂を

御覧ください。都市計画区域マスタープランと

は、長期的な都市の将来像を明確にするため、

都市計画区域における整備、開発及び保全の方

針について定めるものです。前回の改訂後、今

年度で１０年が経過し、道路や公園などの都市

施設の整備目標年次に到達したことに加え、社

会経済情勢の変化や新たな法改正などを踏まえ、

今回改訂することとしました。

その下②都市計画区域マスタープランの位置

付けと役割では、大分県長期総合計画や大分県

の都市計画の方針などの上位関連計画や市町村

マスタープランとの関連性を示しています。

その下のイメージ図を御覧ください。左右ペ

ージにわたって、当初策定時の２０年前から現

在、そしてこれからの目指す都市像の変遷を表

したもので、これからの都市像としては、地域

拠点への集約とそれらをネットワークでつなぐ

コンパクト・プラス・ネットワーク型としてい

ます。

右側③本県の目指すべき将来の都市像を御覧

ください。将来都市づくりのテーマを地域の豊

かな個性を繋ぎ、自然と都市（まち）の幸（さ

ち）が湧き出る、おんせん県おおいたの都市づ

くりとして、都市構造、地方創生、安全安心、

環境、地域主体の五つの基本方向を定めていま

す。

見開きをさらに開くと、中央には附図を配置

し、両端には、さきほど説明した基本方針ごと

に、都市計画区域内で実施する具体の方針を記

載しています。なお、附図には、都市施設の整

備の優先度、土地利用の在り方などを記載して

います。

後ろの巻末ページに⑤改訂までの手続きとス

ケジュールとして、マスタープラン改訂の経緯

を記載しています。今年度は、令和２年度第２

回定例会の会派別説明時にマスタープランの概

要と予定を説明させていただいた後、７月から

８月にかけて、１６市町で２８回の住民説明を

開催し、延べ５４３名の方々に御参加いただく

とともに、参加者から貴重な御意見を拝聴しま

した。また、９月と１０月に津久見市と大分市

において大分県都市計画フォーラムを開催した

ところ、延べ２６４名の方々に御参加をいただ

き、マスタープランはもとより、都市計画やま

ちづくりに少しでも関心を持ってもらえたので

はないかと考えています。その後、案の公告・

縦覧を経て、先月までに２回開催した大分県都

市計画審議会において、県内１７区域、全ての

変更案を御承認いただき、３月２６日に都市計

画決定・告示予定であることを御報告します。

今後とも、分かりやすい都市計画情報の提供

や、まちづくり懇談会を通じた住民の皆さまと

の意見交換の場づくり等に努めるとともに、国

や市町はもちろん、庁内関係課との連携をさら
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に強化し、県民中心のまちづくりの実現に向け

て努力していきます。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 大分県高齢

者居住安定確保計画の変更について御報告しま

す。

資料の１８ページをお開き願います。令和２

年第４回土木建築委員会で、本計画の概要につ

いて報告しましたが、１月１８日から２月１８

日までパブリックコメントを行い、県民の皆さ

まからの意見を取り入れた上で、最終案として

まとめたので御報告します。

資料左上、１計画の位置付けに示していると

おり、本計画は、図の中央の二重線で囲った大

分県住生活基本計画の個別計画であり、高齢者

の居住の安定確保に関する法律第４条により定

められたものです。

次に、資料右上、２変更の背景として、現行

計画が令和２年度で期間が満了することや福祉

保健部のおおいた高齢者いきいきプランの見直

しとの調和を図るため変更を行うものです。

資料右中段、３現状と主な課題については、

パブリックコメントによる元気な高齢者の住ま

いの選択肢が少ないとの意見を踏まえ、（３）

高齢期の多様な居住形態に対応した住まいを選

択しやすい仕組みづくりを追記し、見直しを行

いました。資料の４計画の概要の左側を御覧く

ださい。現行計画の三つの目標は継続し、これ

らを達成するために、二つの基本指標を追加し

ました。

その右側を御覧ください。主な変更内容は、

新たな基本指標として、セーフティネット住宅

の戸数、公営住宅のバリアフリー化率を設定し、

取組の成果を明確化していきます。

次に、国が作成した高齢者に向けた改修ガイ

ドラインを自宅の改修に活用していただくため、

より一層の周知を図ります。また、現在公開し

ているサービス付き高齢者向け住宅の情報に年

齢層別入居者数などを追加し、探しやすいよう

に充実を図ります。これらの取組により、高齢

化の進展に備えた高齢者向け住宅を確保してい

きます。

計画期間は、おおいた高齢者いきいきプラン

と合わせるため令和３年度から５年度とし、以

降３年ごとに見直しを行います。本計画は、今

月中に公表予定です。

尾島委員長 以上で説明は終わりました。

ただ今の報告について、御質疑等はありませ

んか。

阿部副委員長 別府港の北浜ヨットハーバーの

ネーミングライツですが、今までの富城物産は

応募しなかったのかというのと、金額は１９万

８千円と余り高くない気がしますが、応募が何

社あったのか、お願いします。

中村港湾課長 まず１点目、富城物産からは応

募がありませんでした。公募の期間、他の会社

から問合せはありましたが、最終的に応募した

のは、このササキコーポレーション１社です。

森委員 都市計画区域マスタープランについて、

パブリックコメント等もあったと説明いただき

ましたが、コロナ禍で状況が変わる中で、そう

いった御意見等もあったのかどうかお聞きした

い。

あと、これからの都市像はコンパクト・プラ

ス・ネットワーク型ということで、１０年前と

はまたがらりと変わったこれからの政策という

ことになってくることは何となく分かりますが、

これについてどういった考えでというのがあれ

ば教えてください。

岡本都市・まちづくり推進課長 二つ目をもう

一度、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ありま

せん。

森委員 １０年前の都市像が集約型で、これか

らの都市像がコンパクト・プラス・ネットワー

ク型ということで、この１０年間でがらりと大

きく変えることになります。考えてみれば、こ

うなることも分かりますが、今までの政策が集

約型であったと、これから転換するとなったら、

やはりそれがきちっと今後、予算等にも反映さ

れてこなければならないのは、当然ですね。そ

ういった部分の考え方を教えてください。

岡本都市・まちづくり推進課長 大変失礼しま

した。

最初のコロナ禍の影響というところですが、

国の方針の中でも、正にウィズコロナ、ポスト
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コロナの中での都市計画の在り方ということで、

例えば、スマートシティの考え方とか、在宅勤

務等々も含め、このパンフレットの中にはうま

く書いていませんが、表紙を開いていただいた、

２の大分県の都市計画の方針の中で、そういっ

たところが書かれています。

それと、２０年前の都市像が拡散型で、１０

年前、平成２３年に改定した集約型はよく横文

字でコンパクトシティと言われています。集約

型とかコンパクトシティの方向性が、例えば大

分市で言うと、駅前の一極集中という形に捉え

られていると思います。これからの都市像で言

うと、例えば、大分市で事例を言えば、大分市

中心部とわさだ、パークプレイス等の明野付近

とか鶴崎、そういった拠点ごとにコンパクトに

まとめ、それを公共交通、あるいは道路整備等

でつなぐということで、必ずしも集約型がその

まま間違っているということではありません。

既に、明野とかわさだは拠点が整備をされてい

るので、そこはもう少し都市機能とかをしっか

り整備し、そこをネットワークでつなぐという

ところがプラスアルファですので、集約型と全

く方向性が逆になるということではありません。

森委員 そうであれば、ネットワーク、交通ネ

ットワークの整備はこれから重要になってくる

わけで、予算的にもそういった部分が手厚くな

るという方向性でないと、このマスタープラン

自体が絵に描いた餅になってしまうのではない

かと考えます。

あわせて、さきほど話した住宅政策も非常に

重要になってくると思います。そういった総合

的な組み合わせで、またこれは大分市以内のこ

ともありますが、広域に考えた交通ネットワー

クに関しても非常にこれから重要になってくる

ので、その辺予算獲得とか、施策に十分反映さ

れるようにこれから考えていただければと思い

ます。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。

小嶋委員外議員 これからの都市像で、絵を見

てみると、多分農地だと思いますが、農地に円

があって、集約型ではなく従来の拡散型の延長

のような形で絵は広がっていますが、農地法と

の関係はどうなるかについてお聞かせください。

それからもう１点、私も一般質問の中で申し

ましたが、例えば、既に市街化で発展してきて

いる団地の中の、商業地の空き地、近隣商業地

域の中の再利用の際、建蔽率とか容積率とかい

う問題があって、空いている面積との関係で容

積率だったか、建蔽率だかによってはすごく高

いビルだって建てられるということがあったわ

けですね、実際に。こういう問題が今回のマス

タープランの改定などとの関連はあるのかどう

か、その２点をお尋ねします。

岡本都市・まちづくり推進課長 まず、農地と

の関連ですが、２０年前と現在とこれからとい

うことで、２０年前の拡散のところが非常に分

かりやすいですが、ここのところに郊外の団地

開発とか無秩序な開発と書いていますが、２０

年前は例えばわさだタウンにしても、パークプ

レイスにしても、一定の開発許可を取った上で、

その開発許可を得た後に市街化区域に編入する

という形を取っていました。１０年前の集約型

のときから、できるだけコンパクトにしていこ

うということで、郊外型の開発を基本的には抑

制する方向で進めています。

農地の関係についても、２０年前と大きく許

可の基本が変わり、どちらかというと、国の農

政局が基本的に許可権者でしたが、それが市町

村に一定規模以下は移譲され、農地の中でも優

良農地についてはしっかり保全していく、優良

農地じゃなくて、なかなか農地として進められ

ないようなところは柔軟に対応していくという

ことです。

例えば、附図の中にわさだタウンの付近のあ

たりに茶色のマークで書かれているところがあ

りますが、そこは用途地域への編入を検討する

地域ということで、これから人口減少が進む中

で、どこでもここでも市街化区域に入れるわけ

ではないですが、一定の諸条件が整った場合に

は協議のテーブルには乗せられるとここの中で

は書いています。
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それと、２点目ですが、恐らく大分市の高崎

付近のことを言われていると思いますが、区域

マスタープランと市町村マスタープランの関係

でも、②の位置付けと役割の中で区域マスター

プランに即した形で調整を図るということで、

大分市も高崎問題を受け、今後のそういった商

業地域に、仮に、そこが空いた場合の対応等に

ついては、例えば、高度地区とか地区計画等を

立て、単に用途地域をクリアすれば高い建物が

簡単に建つことのないように考えているような

ので、その点についてもしっかり県としても見

守っていきたいと考えています。

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。

皆さま、この際全体を通して何かありません

か。

阿部副委員長 今までだいぶ話に出ましたが、

７月豪雨で、特に日田、玖珠方面では大きな被

害が出て、工事が追いつかない、不調が出たり

するということでした。私の地域に、これは７

月豪雨じゃないですが、９月に台風第１０号が

来ました。海に面している地域なので、うちの

近くの港の護岸、堤防が波によって落ちました。

これは災害復旧だと思いますが、つい先日工事

がちょこっと始まったようですが、この護岸の

工事がいまだに何も手つかずです。納屋港の堤

防の災害復旧の工事の発注時期がもし分かれば。

私は中村課長には何回か、昨年から確認してい

ますが。発注時期と工事に着手した時期、それ

から完成時期について分かればお知らせ願いた

い。

中村港湾課長 納屋地区の防波堤の工事は１１

月１９日に契約後、海上保安庁との手続などに

時間を要し、実際は２月３日から工事に着手し

ました。２月３日というのは、上部工にプレキ

ャスト板を製作するので、そのプレキャスト板

の製作に２月から着手し、現在、上部工の現場

での工事をつい最近だと思いますが着手してお

り、４月の中旬に完成を迎えると聞いています。

阿部副委員長 ２月３日と今言われましたが、

２月３日時点では現場と別府土木事務所と本庁

との連絡不行き届きがあるかもしれませんが、

全く着手をしていません。私も別府土木事務所

にも確認して聞きましたが、業者がとにかく忙

しいからできないと。いつできるかと言ったら

見通しが立っていないということでした。再度

また聞いたら、何とか３月中に片付けたいとい

う答えでしたが、どう見ても、物理的に見ても

できるはずがない。工事着手したのが３月１７

日です。４月の末にできるはずがない。

それと、堤防に何段かコンクリートが積み上

げられています。台風第１０号のとき、そこが

ワンブロック落ちたんです。その後、波によっ

てのずれがあって、それがだんだん大きくまた

ずれ始めている。今度、台風が来たら、それは

全部一網打尽にやられると思います。それを今

後どうするかということについて。

それと、発注が１１月で工期が当然あると思

いますが、工期なんか全く業者は考えていない

わけですね。これについてどういった指導をす

るのか。玖珠とか日田はどうしてもできないと

いうこともあると思いますよ、大きな災害でし

たから。ところが、別府土木事務所管内ではそ

んなわけじゃないので、工期内にできないこと

はないわけですね。これはどう考えているのか、

そこら辺をお願いします。

中村港湾課長 まず１点目ですが、４月の中旬

に終わると申し上げましたが、被災して落ちた

部分が４月中旬の完成を見込んでいます。

副委員長が言われたように、まだずれている

区間があるので、これは今、令和３年度の予算

で国に要望しています。予算の内示がつき次第、

工事に着手していきたいと考えています。

阿部副委員長 これは要望ですが、きちっと工

期を守って、ぴしっとやってもらわないと次が

また大きく破損するわけです。新年度に島津課

長にお願いしておきますが、今度の台風で落ち

たら、これは阿部委員が言っていたなと、これ

は大ごとだなということを思い出してもらって、

発注の仕方をしっかり考えてもらいたい。今後

お願いします。要望です。

小川委員 玉来ダムが令和４年度で終了と聞い
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ています。その後に治水も利水も含めたダムの

建設計画があるのかないのか、お聞きします。

五ノ谷河川課長 まず新設のダムについては予

定はありません。ただ、今調査をしているのが

ダム再生の事業です。安岐ダムの機能を強化で

きないかということで今調査をしています。

小川委員 ダムは巨費を投じますから、どこも

ここもということにはならないかもしれません

が、昨年の豪雨災害も含め、今後、気候変動の

関係で豪雨災害が多発することは十分可能性が

あると思います。安岐ダムという話が出ました

が、我々の周辺の地域においても、ダムの建設

の是非を含めた検討は計画的に、今から進めて

おいていただきたいと思っています。私もでき

るだけ早い時期にそのような要望もまたしよう

とは思っていますが、やはり将来計画の中で治

水、利水含めたダム建設をぜひ計画的にお願い

したいと思います。

尾島委員長 ほかになにかありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 では、私から１点。

先般、３月２０日、先週の土曜日ですが、安

心院でラウンドアバウトの正式な供用開始とい

うことで、市がモニュメントを設置して、県土

木の主催でシンポジウムがありました。山本審

議監にも御出席いただいて、大分高専の亀野先

生の講演をお聞きしました。内容的には世界、

あるいは日本のラウンドアバウトの現状という

ことで、大変いい話を聞きました。結びに社会

実験も成功して効果を得られ、今回、正式な供

用となりましたが、ラウンドアバウトの導入効

果を引き続いて検証し、県内に広める工夫が必

要だということを言われていました。具体的な

提案として、大分県ラウンドアバウト普及協議

会、こういったものを作り、ぜひ検討してほし

いという話がありましたが、いかがでしょうか。

藤崎道路保全課長 宇佐土木事務所と宇佐市が

頑張って、何とか年度内に供用開始できました。

ありがとうございました。

今言われたのは、今後の普及促進に向けての

協議会の関係かと思いますが、現時点ではどう

いったものになるのか、具体的な計画はないの

で、これからの課題かと考えています。

安心院のラウンドアバウトの今の現状等々は、

担当者会議等があるので、そういった会議の中

で市町村にも情報共有を今後図っていければと

考えています。

尾島委員長 ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 ほかにないようですので、ここで

一言、私からお礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

尾島委員長 それでは最後に、この春で御退職

される湯地部長、藤田審議監、山本審議監から

一言お願いしたいと思います。

〔湯地土木建築部長挨拶〕

〔藤田審議監挨拶〕

〔山本審議監挨拶〕

尾島委員長 ありがとうございました。これを

もちまして、土木建築部関係を終わります。

執行部の皆さまは御苦労さまでした。

〔土木建築部、委員外議員退室〕

尾島委員長 それでは内部協議を始めます。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別にないようですので、ここで委

員の皆さまに一言お礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

尾島委員長 これで委員会を終わります。

お疲れさまでした。


